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新旧対照表 

旧 新 摘要 

千葉市週休２日制工事試行要領 

 

２ 用語の定義 

（２）現場閉所による週休２日制工事 

 ７）完全週休２日 

  ４週８休以上を達成し、かつ対象期間内の暦上の全ての土曜日・

日曜日の現場閉所を行った状態をいう。 

 

 

（５）月単位 

対象期間のうち、ひと月単位において、４週８休以上（２８.５％

以上）の現場閉所率又は平均休日率を達成したと認められる状態を

いう。 

なお、現場着手月及び現場完成月の従事期間がひと月未満となる

場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

（６）対象期間外 

 

 

 

 

千葉市週休２日制工事実施要領 

 

２ 用語の定義 

（２）現場閉所による週休２日制工事 

 ７）完全週休２日 

月単位の４週８休以上を達成し、かつ対象期間内の暦上の全て

の土曜日・日曜日の現場閉所を行った状態をいう。 

  なお、対象期間が４週間（２８日）に満たない場合を除く。 

 

（５）月単位 

対象期間のうち、現場着手日から４週間（２８日）ごとに分けた

期間において、４週８休以上（２８.５％以上）の現場閉所率又は

平均休日率を達成したと認められる状態をいう。 

なお、４週間に満たない期間（対象期間が２８日未満）は、通期

で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる場合に、月単位

の週休２日を達成しているものとみなす。 

 

（６）通期 

  対象期間において、４週８休以上（２８.５％以上）の現場閉所

率又は平均休日率を達成したと認められる状態をいう。 

 

（７）対象期間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の明確

化 

 

 

月単位の定

義の変更 
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新旧対照表 

旧 新 摘要 

７ 積算方法 

（１）経費補正 

・現場閉所による週休２日制工事の補正 

現場閉所 

(現場閉所率) 
労務費 

機械経費 

(賃料) 

共通仮設費

率 

現場管理費

率 

４週８休以上 

(28.5％以上) 
１.０５ １.０４ １.０４ １.０６ 

 

 

 

 

 

 

・週休２日交替制工事の補正 

現場閉所 

(平均休日率) 
労務費 

現場管理費

率 

４週８休以上 

(28.5％以上) 
１.０５ １.０３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 積算方法 

（１）経費補正 

・現場閉所による週休２日制工事の補正（月単位） 

現場閉所 

(現場閉所率) 
労務費 

機械経費 

(賃料) 

共通仮設費

率 

現場管理費

率 

４週８休以上 

(28.5％以上) 
１.０４ １.０２ １.０３ １.０５ 

 

・現場閉所による週休２日制工事の補正（通期） 

現場閉所 

(現場閉所率) 
労務費 

機械経費 

(賃料) 

共通仮設費

率 

現場管理費

率 

４週８休以上 

(28.5％以上) 
１.０２ １.０２ １.０２ １.０３ 

 

 

・週休２日交替制工事の補正（月単位） 

現場閉所 

(平均休日率) 
労務費 

現場管理費

率 

４週８休以上 

(28.5％以上) 
１.０４ １.０３ 

 

・週休２日交替制工事の補正（通期） 

現場閉所 

(平均休日率) 
労務費 

現場管理費

率 

４週８休以上 

(28.5％以上) 
１.０２ １.０１ 

 

 

 

 

 

 

 

月単位の補

正係数の追

加 

 

 

通期の補正

係数の変更 

 

 

 

 

月単位の補

正係数の追

加 

 

 

通期の補正

係数の変更 
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新旧対照表 

旧 新 摘要 

（２）発注者指定型 

当初において、経費補正を行うものとし、対象期間中の取組状況

を確認し、４週８休以上に達していない場合は、請負代金額のうち

当該補正分を減額するものとする。 

 

 

 

 

（３）受注者希望型 

当初において、経費補正は行わない。対象期間中の取組状況を確

認し４週８休以上を達成している場合に、経費補正を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）発注者指定型 

当初設計時において、月単位の４週８休以上であった場合の補

正係数を乗じて経費補正を行うものとする。 

ただし、対象期間における現場閉所状況が、月単位の４週８休に

満たなかった場合は、通期の４週８休以上の補正係数に変更する

ものとし、通期の４週８休も達成できなかった場合は、補正係数を

除した変更を行うものとする。 

 

（３）受注者希望型 

当初設計時において、経費補正は行わない。 

ただし、対象期間における現場閉所状況が、通期の４週８休以上

を達成している場合は、通期の補正係数に変更するものとし、月単

位の４週８休以上も達成している場合は、月単位の４週８休以上

の補正係数に変更を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

変更 
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新旧対照表 

旧 新 摘要 

８ 工事成績評定 

対象期間において４週８休以上の取組みを達成した場合に、「創意

工夫」の項目で加点対象として評価する。なお、達成できなかった場

合であっても、工事成績の減点は行わない。 

工事成績評定の配点は、以下のとおりとする。 

(対象期間における) 
週休２日制 

工事 

週休２日交替制 

工事 

月単位※１で 

４週８休以上の達成 
２点 ２点 

完全週休 2日※２で 

４週８休以上の達成 
３点 ― 

※１ 月単位は、月単位の対象期間において、該当する全ての月が達

成出来た場合に加点する。 

※２ 完全週休２日は、対象期間内の暦上の全ての土曜日・日曜日で

現場閉所を達成出来た場合に加点する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 工事成績評定 

対象期間において４週８休以上の取組みを達成した場合に、「創意

工夫」の項目で加点対象として評価する。なお、達成できなかった場

合であっても、工事成績の減点は行わない。 

工事成績評定の配点は、以下のとおりとする。 

(対象期間における) 
週休２日制 

工事 

週休２日交替制 

工事 

月単位※１で 

４週８休以上の達成 
２点 ２点 

完全週休 2日※２で 

４週８休以上の達成 
３点 ― 

※１ 月単位は、月単位の対象期間において、該当する全ての月が達

成出来た場合に加点する。 

※２ 完全週休２日は、月単位の４週８休以上を達成し、かつ対象期

間内の暦上の全ての土曜日・日曜日で現場閉所を達成出来た

場合に加点する。 

   なお、対象期間が４週間（２８日）に満たない場合を除く。 

 

附則 

１ この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

２ この要領は、千葉市土木工事標準積算基準の適用日が令和６

年１０月１日以降のものから適用する。ただし、６（２）の規

定については、この要領の施行の日以降に公告する又は指名

若しくは見積通知書を交付するものについて適用し、同日前

に公告するものについては、なお従前の例による。 
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新旧対照表 

旧 新 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正係数の

変更 
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新旧対照表 

旧 新 摘要 

 

 

 

 

 補正係数の

変更 

 

 


